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三宅隆介 プロフィール
昭和46年3月23日生まれ。 
大東文化大学 文学部 卒業。 ユアサ商事株式会社を経て、
松沢成文（当時・衆議院議員） 秘書。 
平成15年4月　川崎市議会議員 初当選。 
川崎市多摩区中野島在住。 
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膨らみ続けるのか膨らみ続けるのか

　生活保護制度は、社会保障制度における最終最後の
セイフティネットであり、真の弱者を支えるための制度で
す。この制度は憲法第25条（最低限度の生活を営む権
利）に基づくものですが、残念ながら、憲法第27条（勤労
の義務）の義務を果たす能力を有しているにもかかわら
ず、その義務を果たす努力を怠ったままに生活保護制度

予算の約１割が生活保護費！ 

に甘んじている若年世代も多く見うけられます。
ここ数年、川崎市では一般会計予算の約１割が生活保
護費となっており、年々、増え続けています。
更なる高齢化社会に直面している今、当制度の健全化
を図っていかなければ、真の弱者を救う制度とはなりえ
ません。

現在、川崎市の一般会計予算約6,000億円のうち約
1割の600億円が生活保護費で支出されていますが、
生活保護の被保護人員と保護費の総額は、今後も年々
増加することが予想されます。
　本市では、生活保護申請に対する担当窓口による審査
基準の甘さが、かねてより指摘されていました。他都市で
は生活保護ケースワーカーに専門職の社会福祉職を充

15～34歳の若年無業者（ニート）は60万人

てたり、ベテラン職員の配置比率を高めたりしている自
治体もあるなか、本市では社会福祉職やベテラン職員の
配置比率が他都市と比較しても極めて低いことが平成
17年の議会質問によって判明しました。その後、専門職
の導入、担当職員の平均年齢や平均勤続年数の引き上
げ等の措置が徐々にとられています。
　しかしながら一方、全国的な問題として、15～34歳ま

裏面に続きます

真の弱者が救われない生活保護制度は不健全！
若年受給者の生保依存問題の根本は教育問題！
真の弱者が救われない生活保護制度は不健全！
若年受給者の生保依存問題の根本は教育問題！

生活保護被保護人員および保護費の総額
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生活保護法は、その第１条及び第２条の規定により、外
国人（日本国籍を有しない住民）は法の適用対象外で、法
による保護は受けられない、となっています。
しかし、昭和29年に当時の厚生省から社会局長通知

（社発第382号）が発せられ、外国人に対しても当分の間、
法による保護に準ずる取り扱いをすることになりました。
以来、全国の自治体で外国人に対する生活保護費が支
給されています。数年前には、生活保護費を受給してい
た大阪市の外国人住民（シナ人）が、本国から多数の親
戚縁者を大阪に呼び寄せ、大阪市から生活保護費をせし
めようとする事件もありました。

日本で生活できない外国人住民は速やかに本国に帰国し、
本国政府による社会保障を受けるべき。それが国際社会の常識！

本来、日本国内で経済的に生活が成り立たない外国人
住民は、速やかに本国に帰国し、本国政府による社会保
障を受けるべきです。例えば、北京やソウルに住む日本
人住民が、仮に生活に困窮した場合、間違っても生活保
護費が支給されることなどありえません。国際法上の相
互主義の観点からも、日本国政府だけが外国人に生活保
護費を支給することは理解に苦しみます。なぜ、外国人に
対して法による保護に準ずる取り扱いをするように、とい
う通知が昭和29年に厚生省から各都道府県知事に発せ
られたのか。
当時の時代背景を考えると、その理由は想像に難くは
ありません。

48%生活保護受給者の 48%が15～64歳までの生産年齢人口
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　心身障害者も含まれる。
　生活保護受給者のうち、
　心身障害者の割合は約3割。
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でのいわゆるニートといわれる若年無業者が平成26年
現在で60万人（64歳までの無業者を含めるとおよそ
300万人）にも達しています。これらは教育現場におい
て知育・体育・徳育の目的を一切達成させることのできな
い今の教育行政に根本的な原因があります。例えば、若
者の無気力、粗暴、不登校といった問題行動は、教育現場
で知育・体育・徳育の成果を得ることのできなかった典型

例であり、この延長線上にニート問題があります。教育行
政の失敗を福祉行政で補うのは、持続可能な社会保障
制度を確立するにあたり大きな障壁です。むろん、若年
者の生活保護依存問題以前に、人材力の低下は国力の
低下を意味しますので、未来を見据えた教育行政の抜本
的な改革が必要です。

表面からの続きです

昭和29年に当時の厚生省社会局長から
全国の自治体に発せられた通知
生活保護法では外国人は法の適用対象と
なっていないが、当分の間、生活に困窮する
外国人に対して一般国民に対する生活保護の
取り扱いに準じて保護を行うよう通知された。
以来、外国人への支給は未だに続いている。


